
 
 

 

一 

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
決
定
の
公
表
） 

第
八
条
の
二 

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
、
交
付
す
る
補
助
金
等
の
額
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
交
付
す
る
額
が
一
億
円
未
満
で
あ
る
補
助
金
等
、
法
律
上
そ
の
支
出
が
国
の
義
務
に
属
す
る
補
助
金
等
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
附
さ
れ
た
」
を
「
付
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の
二
本
文
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
同
条
本
文
の
規
定
に
あ
つ

て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

二 

第
二
章
中
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
条
の
二 

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
共
事
業
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
補
助
事
業
者
等
の
申

出
に
よ
り
、
当
該
補
助
事
業
等
の
全
部
又
は
一
部
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
補
助
金
等
の

交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準

用
す
る
。 

２ 

第
八
条
、
第
八
条
の
二
本
文
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
を
し
た
場
合
（
第
八
条
の
二
本
文

の
規
定
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

三 

理 

由 
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
補
助
金
等
の
交
付
決
定
等
の
公
表
及
び
補
助
事
業
者
等
の
申
出

に
よ
る
補
助
金
等
の
交
付
決
定
の
見
直
し
の
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。 


